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傷病手当金の申請はお早めに傷病手当金の申請はお早めに

▲申し込み
　フォーム

▲国民健康保険

▲北海道後期高齢者
　医療制度

ブックファームあーにす
～登別市市民自治推進委員会～
ブックファームあーにす
～登別市市民自治推進委員会～

ウオーキング体験に
参加しませんか
ウオーキング体験に
参加しませんか

　親子で読書を楽しめる空間を用意してい

ます。当日は『ＥＨＯボラ』による読み聞か
せのほか、絵本の貸し出しも行っています｡

　沐浴やおむつ交換など
の育児体験や産後の生活
のお話を聞いて、赤ちゃ
んを迎える準備をしませ
んか。
　お父さんになる方やご
家族もぜひご参加ください。

もく

日時　６月17日㈯10時～12時
場所　しんた21
対象　妊婦の方とその家族
内容　沐浴や抱っこ、おむつ交換の体験実
　習、パパの妊娠体験など
定員　10組
持ち物　母子健康手帳、飲
　み物
申し込み　６月９日㈮まで
　に申し込みフォームまた
　は電話で健康推進グルー
　プ（☎85０１００）

日時　５月20日㈯10時～12時
場所　アーニス２階（観光経済部執務室と
　なり）
問い合わせ　
　市民協働グループ
（☎57１０７９）

日時　①6月1日㈭10～12時、②6月15日㈭10～12時
集合場所・コース
　①市役所･地獄谷コース、②老人福祉センター･幌別川コース
対象　国民健康保険加入者または後期高齢者医療制度加入者
定員　15人
内容　健康講話とウオーキング体験
※①は市役所から地獄谷までバスで移動します。
申し込み　5月26日㈮まで申し込みフォームまた
　は電話で国民健康保険グループ(☎85１７７１)､
　健康長寿グループ（☎57１０７５）

対象　次の全てに該当する方
　① 国民健康保険または北海道後期高齢者医療制度の被保険者
　② 令和５年５月７日㈰までに感染（感染が疑われる発熱等の症状を含む）した方
　③ 勤務先から給与の支払いを受けている方
　④ 働けなかった期間について給与の全部または一部が支払われない方
申請期限　働けなかった期間の翌日から起算して２年以内
問い合わせ　
　国民健康保険に加入している方…国民健康保険グループ（☎85１７７１）
　後期高齢者医療制度に加入している方…年金・長寿医療グループ（☎85２１３７）
　北海道後期高齢者医療広域連合（☎０１１-２９０-５６０１）

すこやかマタニティ教室すこやかマタニティ教室

▲申し込み
　フォーム

問い合わせ　室蘭歯科医師会（☎43３５２２）

５～６月の歯科救急医療

　新型コロナウイルス感染症に『感染』、または『感染の疑い』により働けない期間に対する傷病手当金の申請
には申請期限があります。期限を過ぎると申請を受け付けることができませんので、対象となる方は早めに申
請をしてください。

エ　 ホ

日時 診療所・住所・電話
５月３日㈬ 八丁平歯科医院　　　　           

５月４日㈭
さとう歯科小児歯科　　　　　　　 （☎

－１
なお歯科　　　           

５月５日㈮ サイトウ歯科医院　　　　　　　　 

５月７日㈰
三愛病院歯科　　　　　　　　　　 

福田歯科クリニック伊達医院
伊達市旭町１－１
岩倉歯科　　　　　　　　　　　　 

御前水歯科クリニック　　　　　　

柴田歯科医院　　　　　　　　　　 

６月４日㈰ 奥村歯科医院　　　　　　　　　
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妊娠、出産にかかる
費用助成をご利用ください

問い合わせ　健康推進グループ
　　　　　 （☎85０１００）
問い合わせ　健康推進グループ
　　　　　 （☎85０１００）

　市は、誰もが安心して産み・育てられる環境の充実を
図るため、妊娠、出産にかかる費用を助成しています。
ぜひ、ご利用ください。

対象　次のいずれかに当てはまり、登別市に住民登
　録をする、市税などに滞納のない夫婦
・産科または婦人科で不育症の検査や治療を受けた
　方
・他の市町村で不育症の検査や治療の助成を受けて
　いない、または受ける予定がない方
助成上限額　５万円（１回につき）
※検査と治療にかかった費用から北海道不育症治療
　費助成事業に係る助成金を差し引いた額。
必要なもの
　①北海道不育症治療費助成事業の決定を受けた方
　　申請書、北海道不育症治療費助成事業受診等証
　　書の写し、北海道不育症治療費助成事業に係る
　　交付決定書の写し、助成の決定指令文の写し

　②所得要件により北海道不育症治療費助成事業の
　　対象外となった方
　　申請書、北海道不育症治療費助成事業受診等証
　　明書、検査や治療に係る領収書
申込開始日
　①に該当する方
　　北海道不育症治療費助成事業の決定日の翌日
　②に該当する方
　　１回の検査と治療が終了した日の翌日
申込方法　申込開始日から60日以内に
　健康推進グループ

○ 不育症治療費○ 不育症治療費○ 不育症治療費

対象　登別市に住民登録してあり、次のいずれかに
　該当する方
　①産後２週間前後の方で、産後の体調不良や育児
　　不安があり、出産した医療機関などに受診が必
　　要と判断された方
　②産後１カ月前後の方
※医療機関により①は受診できない場合があります
　ので、事前に医療機関にご確認ください。

助成上限額　１回あたり5,000円（最大２回）
利用方法　出産した医療機関に産婦健康診査受診票
　を提出
※産婦健康診査受診票は母子健康手帳交付時に交付
　します。

○産婦健康診査の費用○産婦健康診査の費用○産婦健康診査の費用

対象　検査日に本人（原則生後３カ月以内）と保護
　者が登別市に住民登録をしている方
助成上限額　5,500円（１回のみ）
利用方法　生まれた医療機関または北海道内の委託

医療機関に受診票を提出
※受診票は母子健康手帳交付時に交付
　します。

○新生児聴覚検査の費用○新生児聴覚検査の費用○新生児聴覚検査の費用
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https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021032600035/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2019032800098/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021032600028/
https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2021032600028/

